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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月11日(2019.12.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域に遊技媒体を発射し、可変表示行う遊技を実行可能な遊技機であって、
　可変表示の表示結果として特定表示結果が導出表示された後に、特定領域に遊技媒体が
通過することに伴う特定条件が成立したことにもとづいて、遊技者にとって通常状態より
も有利な有利状態に制御可能な有利状態制御手段と、
　前記有利状態の終了後に、遊技者にとって通常状態よりも有利な特別状態に制御可能な
特別状態制御手段と、
　前記有利状態に制御されることを示唆する特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、
　前記特定演出が実行され、前記特定表示結果が導出表示された場合、前記特定条件が成
立するまでの期間において前記特定演出と関連する特別演出を実行可能な特別演出実行手
段と、
　前記特定条件が成立したことにもとづいて前記有利状態に制御された場合、該有利状態
中に前記特定演出と関連しない有利状態中演出を実行可能な有利状態中演出実行手段と、
を備え、
　前記遊技領域は、遊技媒体の流下方向が異なる第１経路と第２経路とを含み、
　前記通常状態においては、前記第１経路を遊技媒体が流下した方が前記第２経路を遊技
媒体が流下した場合よりも遊技者にとって有利に構成され、
　前記有利状態及び前記特別状態においては、前記第２経路を遊技媒体が流下した方が前
記第１経路を遊技媒体が流下した場合よりも遊技者にとって有利に構成され、
　前記特定領域は、前記第２経路上に存在する、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（手段Ａ）本発明による遊技機は、遊技領域に遊技媒体を発射し、可変表示行う遊技を実
行可能な遊技機であって、可変表示の表示結果として特定表示結果が導出表示された後に
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、特定領域に遊技媒体が通過することに伴う特定条件が成立したことにもとづいて、遊技
者にとって通常状態よりも有利な有利状態に制御可能な有利状態制御手段と、有利状態の
終了後に、遊技者にとって通常状態よりも有利な特別状態に制御可能な特別状態制御手段
と、有利状態に制御されることを示唆する特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、特
定演出が実行され、特定表示結果が導出表示された場合、特定条件が成立するまでの期間
において特定演出と関連する特別演出を実行可能な特別演出実行手段と、特定条件が成立
したことにもとづいて有利状態に制御された場合、該有利状態中に特定演出と関連しない
有利状態中演出を実行可能な有利状態中演出実行手段と、を備え、遊技領域は、遊技媒体
の流下方向が異なる第１経路と第２経路とを含み、通常状態においては、第１経路を遊技
媒体が流下した方が第２経路を遊技媒体が流下した場合よりも遊技者にとって有利に構成
され、有利状態及び特別状態においては、第２経路を遊技媒体が流下した方が第１経路を
遊技媒体が流下した場合よりも遊技者にとって有利に構成され、特定領域は、第２経路上
に存在する、ことを特徴とする。
（手段１）また、他の遊技機として、可変表示を行うことが可能な遊技機であって、可変
表示の表示結果として特定表示結果（例えば、大当り図柄）が導出表示された後に、特定
条件が成立したこと（例えば、作動ゲート１０５ＩＷ００１を遊技球が通過したこと）に
もとづいて、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な有
利状態制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ１
１４～Ｓ１１７を実行する部分）と、有利状態に制御されることを示唆する特定演出（例
えば、ストーリーリーチ演出、スーパーリーチ演出）を実行可能な特定演出実行手段（例
えば、演出制御用ＣＰＵ１２０におけるステップ１０５ＩＷＳ１１０でストーリーリーチ
演出やスーパーリーチ演出を含むプロセステーブルを選択してステップ１０５ＩＷＳ１１
２，Ｓ２０５を実行する部分）と、特定演出が実行され且つ特定表示結果が導出表示され
た場合、特定条件が成立するまでの期間において特定演出と関連する特別演出（例えば、
図２０－１６（Ｅ），（Ｆ）および図２０－１７（Ｅ），（Ｆ）に示す結末演出）を実行
可能な特別演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０におけるステップ１０５ＩＷ
Ｓ３０４，Ｓ３１２，Ｓ４０４を実行する部分）とを備えたことを特徴としてもよい。そ
のような構成によれば、特定表示結果が導出表示された後に特定条件が成立したことにも
とづいて有利状態に制御する場合の演出効果を高めることができる。
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